
壬生町ブロ ッ ク 塀等撤去費補助金交付要綱 

 

                            令和２ 年３ 月３ １ 日  

告示第４ ７ 号 

改正 令和３ 年３ 月３ １ 日告示第３ ８ 号 

                      令和５ 年３ 月３ ０ 日告示第４ ０ 号 

                      令和７ 年３ 月１ ７ 日告示第２ ４ 号 

                      令和８ 年３ 月３ １ 日告示第３ ０ 号 

 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の要綱は、 地震等によ る 避難路等における ブロ ッ ク 塀等の倒壊、 転倒の事故を

未然に防止し 、 町民の安全を 確保する ため、 ブロ ッ ク 塀等の撤去等を 行う 所有者等に対

し 、 壬生町ブロ ッ ク 塀等撤去費補助金（ 以下「 補助金」 と いう 。 ） を 交付する こ と につ

いて、 壬生町補助金等交付規則（ 昭和５ ０ 年壬生町規則第５ 号。 以下「 規則」 と いう 。

） に定める も ののほか、 必要な事項を 定める も のと する 。  

（ 定義）  

第２ 条 こ の要綱において、 次の各号に掲げる 用語の意義は、 当該各号に定める と こ ろ に

よ る 。  

( 1)  ブロ ッ ク 塀等 町内に存する 補強コ ン ク リ ート ブロ ッ ク 造、 組積造であっ て、 地盤 

  面から の高さ が８ ０ セン チメ ート ル以上のも ので、 かつ、 「 ブロ ッ ク 塀等の点検表（

別表第１ 又は別表第２ ） 」 に掲げる 基準に適合し ない項目が１ つ以上ある も のを いう

。  

( 2)  所有者等 ブロ ッ ク 塀等を 所有又は管理する 個人又は法人を いう 。  

( 3)  道路等 建築基準法（ 昭和２ ５ 年法律第２ ０ １ 号） 第４ ２ 条第１ 項の道路の他、 一

般の用に供し ている 不特定多数の者が通行する 道路を いう 。  

( 4)  撤去等 ブロ ッ ク 塀等の全て又は一部を 取り 除き 、 当該取り 除いたブロ ッ ク 塀等を

処分する こ と を いう 。  

 （ 補助対象地域）  

第３ 条 補助の交付を 受ける こ と ができ る ブロ ッ ク 塀等は、 次の各号のいずれかに該当す

る 道路等に面する も のと する 。  

( 1)  壬生町地域防災計画の指定避難所周辺で町長が定める 区域内の道路等 

( 2)  都市計画法（ 昭和４ ３ 年法律第１ ０ ０ 号） 第８ 条第１ 項第１ 号に規定する 用途地域

が定めら れた区域内の道路等 

( 3)  町内各小学校の通学路に指定さ れている 道路等 

 （ 補助対象者）  

第４ 条 補助金の交付を 受ける こ と ができ る 者は、 次の各号のいずれにも 該当する 者と す

る 。  

( 1)  ブロ ッ ク 塀等の所有者等 



( 2)  同一のブロ ッ ク 塀等の撤去等に対し て補助金の交付を 受けていない者 

( 3)  ブロ ッ ク 塀等が設置さ れている 土地又は附属する 建物の販売に伴い行う も のでない

 者 

( 4)  国税、 県税及び町税の滞納のない者 

（ 補助対象経費）  

第５ 条 補助金の交付対象と なる 経費は、 ブロ ッ ク 塀等の撤去等（ 解体、 処分を 含む。 ）

の工事に要する 費用（ 以下「 撤去等費用」 ） と する 。  

 （ 補助金の額）  

第６ 条 補助金の額は、 撤去等費用又は撤去等を 行う ブロ ッ ク 塀等の長さ １ メ ート ルあ た 

 １ 万円を 乗じ て得た額のいずれか低い額に２ 分の１ を 乗じ て得た額（ １ ， ０ ０ ０ 円未満

の端数がある 場合は、 こ れを 切り 捨てる ） と し 、 １ ０ 万円を 限度と する 。  

 （ 補助金の交付申請）  

第７ 条 補助金の交付を 受けよ う と する 者（ 以下「 申請者」 と いう 。 ） は、 規則第４ 条に 

 定める 補助金等交付申請書に、 ブロ ッ ク 塀等撤去費補助事業計画書（ 様式第１ 号） を 添 

えて 、 当該撤去工事の契約締結前に町長に提出し な ければな ら な い。 た だし 、 規則第

４ 条第１ 項第１ 号から 第３ 号に規定する 書類の提出は不要と する 。  

 （ 申請内容の変更等）  

第８ 条 申請者は、 前条の申請内容を 変更し よ う と する と き は、 ブロ ッ ク 塀等撤去費補助

事業計画変更届出書（ 様式第２ 号） に変更内容に係る 書類を 添え て 町長に提出し なけ

ればなら ない。  

 （ 補助対象事業の着手）  

第９ 条 補助金の交付決定の通知を 受け た者（ 以下「 補助対象者」 と いう 。 ) は、 当該通

知書を 受け取っ た日から ６ ０ 日以内に当該補助対象事業に着手する も のと する 。  

 （ 完了報告及び補助金の交付請求）  

第１ ０ 条 補助対象者は、 補助対象事業が完了し たと き は、 速やかに規則第１ ３ 号に定め

る 補助事業等実績報告書に、 壬生町ブロ ッ ク 塀等撤去費補助金事業完了報告書（ 様式

第３ 号） を 添えて町長に提出し なければなら ない。  

（ 補助金の返還等）  

第１ １ 条 町長は、 補助対象者が次の各号のいずれかに該当する と 認めたと き は、 交付決 

 定の全部若し く は一部を 取り 消し 、 又は既に交付し た補助金の全部若し く は一部を 返還

さ せる こ と ができ る 。  

( 1)  こ の要綱に違反する 事実があ っ たと き 。  

( 2)  偽り その他不正な手段によ り 、 補助金の交付決定又は交付を 受けたと き 。  

（ 補助の実施期間）  

第１ ２ 条 補助の実施期間は、 令和８ 年度から 令和１ ２ 年度ま でと する 。  

 （ 補則）  

第１ ３ 条 こ の要綱に定める も ののほか、 必要な事項は別に定める 。  

制定文 抄 

令和２ 年４ 月１ 日から 適用する 。  



  改正文（ 令和３ 年告示第３ ８ 号） 抄 

令和３ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

  改正文（ 令和５ 年告示第４ ０ 号） 抄 

令和５ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

  改正文（ 令和７ 年告示第２ ４ 号） 抄 

令和７ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

  改正文（ 令和８ 年告示第３ ０ 号） 抄 

令和８ 年４ 月１ 日から 適用する 。  



別表第１ （ 第２ 条関係）  

 

ブロ ッ ク 塀等の点検表 補強コ ン ク リ ート ブロ ッ ク 造 

点検項目 点検基準 

点検結果 

適合 不適合 不明 

塀の高さ  地盤から 2. 2ｍ 以下である 。  はい いいえ  

塀の厚さ  

・ 塀の高さ が 2ｍ以下の場合は 10ｃ ｍ

以上あ る 。  

・ 塀の高さ が 2ｍ を 越え、 2. 2ｍ 以下の

場合は 15ｃ ｍ 以上ある 。  

はい いいえ  

控え 壁（ 塀の高

さ が 1. 2ｍ を 越

える 場合）  

塀の長さ 3. 4ｍ 以下ご と に、 塀の高さ

1/5 以上突出し た控え壁があ る 。  
はい いいえ  

基礎 

コ ン ク リ ート の基礎がある 。  はい いいえ  

基礎の根入れ深さ は 30ｃ ｍ以上あ る 。

（ 塀の高さ が 1. 2ｍ越の場合）  
はい いいえ  

傾き ・ ひび割れ 傾き 、 ひび割れがない。  はい いいえ  

鉄筋 

塀の中に直径 9ｍ ｍ 以上の鉄筋が、 縦

横と も に 80ｃ ｍ 間隔以下で配筋さ れ

ており 、 縦筋は壁頂部及び基礎の横筋

に、 横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けさ

れている 。  

はい いいえ  

 

  



別表第２ （ 第２ 条関係）  

 

ブロ ッ ク 塀等の点検表 組積造（ れんが造、 石造、 鉄筋のないブロ ッ ク 造）  

点検項目 点検基準 

点検結果 

適合 不適合 不明 

塀の高さ  地盤から 1. 2ｍ 以下である 。  はい いいえ  

塀の厚さ  
各部分の厚さ がそ の 部分か ら 壁頂ま

での垂直距離の 1/10 以上である 。  
はい いいえ  

控え壁 
塀の長さ 4ｍ以下ご と に、 塀の厚さ の

1. 5 倍以上突出し た控え壁がある 。  
はい いいえ  

基礎 

基礎がある 。  はい いいえ  

基礎の根入れ深さ は 20ｃ ｍ以上あ る 。 はい いいえ  

傾き ・ ひび割れ 傾き 、 ひび割れがない。  はい いいえ  

 



様式第１ 号（ 第７ 条関係）  

     年  月  日 

 

                 申請者 住  所   

                     氏  名                     

                     電話番号   

 

ブロ ッ ク 塀等撤去費補助事業計画書 

 

塀の所在地 壬生町 

塀の種類 
□ 補強コ ンク リ ート ブロ ッ ク 造  

□ 組積造( れんが造、 石造、 鉄筋のないブロ ッ ク 造等)  

撤去長さ             ｍ  ① 

契約予定額 

内訳 
補助対象             円 ② 

補助対象外             円 

合計                    円 

補助金額 

①×１ 万円                    円 ③ 

 ②と ③の   

いずれか低い額 
                  円 ④ 

④×1/2                円 

限度額             100, 000円 

交付申請額                  円 

  補助金の交付申請にあ たり 、 町税の納付状況について壬生町の定めによ る 調査を する

こ と に異議はあ り ま せん。  

 

【 添付書類】  

（ １ ） ブロ ッ ク 塀等の位置図（ 縮尺２ , ５ ０ ０ 分の１ 以上）  

（ ２ ） ブロ ッ ク 塀等が築造さ れている 土地の所有者が確認でき る 書類 

（ ３ ） ブロ ッ ク 塀等の配置図（ 延長、 高さ を 記載し たも の）  

（ ４ ） 撤去を 行う 前のブロ ッ ク 塀等の全景写真 

（ ５ ） 撤去等費用に係る 見積書 

（ ６ ） 国税・ 県税の納税証明書又は未納が無いこ と を 証明する も の 

（ ７ ） その他町長が必要と 認める も の 



様式第２ 号（ 第８ 条関係）  

  年  月  日 

 

   壬生町長 様 

申請者 住所  

 

氏名               

 

ブロ ッ ク 塀等撤去費補助事業計画変更届出書 

 

ブロ ッ ク 塀等撤去費補助事業計画について、 下記のと おり 変更し た いので、 壬生町ブ

ロ ッ ク 塀等撤去費補助金交付要綱第８ 条の規定によ り 届け出ま す。   

   

記 

 

変更内容 

変 更 前 変 更 後 

  

変更理由 

 

添付書類 

 

 



様式第３ 号（ 第１ ０ 条関係）  

年  月  日 

 

申請者 住  所 

                      氏  名             

                      電話番号 

 

壬生町ブロ ッ ク 塀等撤去費補助金事業完了報告書 

 

 

１  塀の所在地 

壬生町 

 

２  事業期間 

開 始      年   月   日 

完 了      年   月   日 

 

３  事業費及び補助金額 

   事業対象工事費          円 

   補助金額             円 

【 添付書類】  

（ １ ） 事業に要し た費用の領収書の写し  

（ ２ ） 工事費用の内訳が確認でき る も の 

（ ３ ） 契約書の写し  

（ ４ ） ブロ ッ ク 塀等の撤去後の全景写真（ 撤去前の写真と 同じ 位置から 撮影し たも の）  

（ ５ ） その他町長が必要と 認める も の 

 


